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１ 人口と世帯の状況 

 
（１）人口動態 

本市の総人口は横ばいで推移しており、令和２年では 69,918 人となっています。 

65 歳以上の高齢者人口は年々増加しており、令和２年では 20,030 人で、高齢者人口割合（高

齢化率）は 28.7％となっています。 
 

■人口推移 

 
※端数処理の関係で合計が合わないことがあります。以降同じ。 

 

■年齢区分別の高齢者数の推移 

 

  

27,939 27,374 27,034 26,363 25,953

24,008 24,050 23,956 23,949 23,935

18,011 18,668 19,177 19,628 20,030

69,958 70,092 70,167 69,940 69,918

25.7% 26.6% 27.3% 28.1% 28.7%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0人

60,000人

120,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

65歳以上

40-64歳

40歳未満

高齢人口割合

11,321 11,278 11,115 10,918 10,863

5,188 5,772 6,364 6,914 7,170
1,502 1,618 1,698 1,796 1,997

18,011 18,668 19,177 19,628 20,030
37.1% 39.6% 42.0% 44.4% 45.8%

62.9% 60.4% 58.0% 55.6% 54.2%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0人

20,000人

40,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

85歳以上

75-84歳

65-74歳

75歳以上の割合

65-74歳の割合



第２章 高齢者の現状 

12 

 
（２）高齢者のいる世帯の状況 

本市では、高齢者のいる世帯数及び構成比ともに一貫して増加しており、平成 27 年では、世

帯総数の 38.9％にあたる 11,140 世帯に高齢者がいる状況です。 

また、高齢独居世帯、高齢夫婦世帯のいずれについても、世帯数、割合ともに増加し続けており、

平成 27 年では高齢独居世帯は 2,232 世帯、高齢夫婦世帯は 3,181 世帯となっています。 
 

■高齢者のいる世帯数の推移 

 
※高齢夫婦世帯は世帯員が夫婦のみの世帯のうち、夫及び妻の年齢が 65 歳以上の世帯 

資料：国勢調査 

 

国及び県と比較してみると、高齢者のいる世帯の割合は国及び県の数値を下回っています。 
 

■国・県の高齢者を含む世帯数・構成比（平成 27 年） 

 
資料：国勢調査 

  

791 世帯 1,210 世帯 2,031 世帯 3,181 世帯

(17.6%) (19.4%) (23.5%) (28.6%)

658 世帯 1,039 世帯 1,619 世帯 2,232 世帯

(14.6%) (16.7%) (18.7%) (20.0%)

11,140 世帯

(18.3%) (23.5%) (31.2%) (38.9%)

全世帯数
（一般世帯数）

高齢者を含む世帯
（全世帯数に占める割合）

高齢独居世帯
（高齢者を含む世帯に占める割合）

高齢夫婦世帯
（高齢者を含む世帯に占める割合）

平成27年平成22年平成17年平成12年

24,578 世帯 26,539 世帯 27,727 世帯 28,631 世帯

4,502 世帯 6,225 世帯 8,657 世帯

高齢者を含む世帯

（全世帯数に占める割合）

53,331,797 世帯 2,967,928 世帯 28,631 世帯

国 埼玉県 鶴ヶ島市

21,713,308 世帯

全世帯数

（一般世帯数）

(38.9%)
11,140 世帯

(40.7%)
1,160,223 世帯

(39.1%)
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２ 介護保険事業の状況 

 
（１）被保険者数の推移 

本市の介護保険被保険者数の推移をみると、緩やかに増加しており、令和２年では43,795人となっ

ています。 
 

■被保険者数の推移 

 
 

（２）要支援・要介護認定者数の推移 
本市の要支援・要介護認定者数は緩やかに増加しています。 

第１号被保険者の認定率は年々増加し、令和２年では12.6％となっています。 
 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 
  

24,008 24,050 23,956 23,949 23,935

17,907 18,565 19,054 19,500 19,860

41,915 42,615 43,010 43,449 43,795

0人

20,000人

40,000人

60,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 、住民基本台帳（各年10月１日現在）

第１号被保険者

（65歳以上）

第２号被保険者

（40-64歳）

75 68 64 76 77

1,967 2,088 2,231 2,365 2,495

2,042 2,156 2,295 2,441 2,572

11.0% 11.2% 11.7% 12.1% 12.6%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0人

2,000人

4,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）

第１号被保険者（65歳以上）

第２号被保険者（40-64歳）

第１号被保険者認定率
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要介護度別にみると、要支援１、２、要介護３の増加が目立ち、平成28年から令和２年にかけて、要

支援１では1.4倍、要支援２では1.5倍、要介護３では1.4倍となっています。 
 

■要支援・要介護認定者数の推移（要介護度別） 

 
 

■要支援・要介護認定者構成比の推移（要介護度別） 

 

 
 
  

201 190 235 244 291
299 352 395 423 448
436 420 420 448 470
433 438 472 497 490265 319 317 358 368
221 251 256

278 305
187 186

200
193 200

2,042 2,156
2,295

2,441 2,572

33.0% 35.1% 33.7% 34.0% 33.9%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0人

2,000人

4,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

要介護３以上の割合

9.8 8.8 10.2 10.0 11.3

14.6 16.3 17.2 17.3 17.4

21.4 19.5 18.3 18.3 18.3

21.2 20.3 20.6 20.4 19.0

13.0 14.8 13.8 14.7 14.3

10.8 11.7 11.2 11.4 11.9

9.2 8.6 8.7 7.9 7.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１
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（３）要支援・要介護認定率の状況 

人口の年齢構成が全国と同じと仮定したときの本市の要支援・要介護認定率（調整済み認定率）は、

令和元年度時点で16.5％となっており、全国及び県を下回っています。 

重度認定率と軽度認定率の分布でみると、軽度認定率、重度認定率ともに全国、県を下回るエリアに

位置しています。 
 

■隣接自治体及び県との比較（調整済み認定率） 

 

 

■隣接自治体及び県との比較（調整済み重度認定率と軽度認定率の分布） 

 

  

2.6 2.0 1.7 2.1 1.3 1.5

2.6
2.2 2.9 2.0 2.9 2.6

3.7
4.0 2.9 4.1 2.8 3.1

3.2
3.1 3.4 3.2

3.4 3.2

2.4
2.5 2.4 2.7

2.6 2.6

2.3
2.2 2.0

2.5
2.0 2.1

1.7
1.6

1.3
1.7

1.4 1.4

18.5
17.6

16.5

18.4

16.4 16.5

0%

5%

10%

15%

20%

全国 埼玉県 鶴ヶ島市 川越市 坂戸市 日高市

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和元年度）

全国
埼玉県

鶴ヶ島市

川越市

坂戸市

日高市

4%

5%

6%

7%

8%

8% 9% 10% 11% 12% 13%

調
整
済
み
重
度
認
定
率
（
要
介
護
３
～
要
介
護
５）

調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和元年度）
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（４）認知症高齢者の状況 

本市の認知症高齢者数（認知症高齢者自立度Ⅱ以上の要支援・要介護認定者数）は、増加傾向にあり、

令和元年では1,733人となっています。 

高齢者人口に対する認知症高齢者の割合は１割程度で推移しています。要支援・要介護認定者に対す

る認知症高齢者の割合をみると、令和元年では72.8％となっています。 

なお、認知症高齢者自立度Ⅱは、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少

見られても、誰かが注意していれば自立できる状態です。 
 

■認知症高齢者の状況 

 

  

  

1,466 1,602 1,652 1,733

73.4% 75.8% 73.6% 72.8%

8.1% 8.6% 8.6% 8.8%

-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

0人

2,000人

4,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年10月末現在）

認知症高齢者数

要支援・要介護認定者に

対する認知症高齢者の割合

高齢者人口に対する認知症

高齢者の割合
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（５）介護給付費の推移 

本市の介護給付費は、増加傾向で推移しており、令和２年度は35億3千2百万円になると見込

まれます。 

給付費の前年度伸び率は、増加傾向で推移しており、サービス区分別にみると、特に在宅サー

ビスの給付費が増加傾向にあります。 
 

■介護給付費の推移 

 

 
■介護給付費の推移（サービス区分別） 

 
 
 
 
  

2,707,381 2,759,547 2,937,070 3,079,485 3,273,301
3,532,490

5.8% 1.9% 6.4% 4.8% 6.3% 7.9%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

0千円

1,000,000千円

2,000,000千円

3,000,000千円

4,000,000千円

5,000,000千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(見込み)

資料：地域包括ケア「見える化」システム

総給付費

前年度伸び率

1,399,843 1,414,349 1,436,334 1,463,557 1,643,374 1,776,368

391,998 427,961 490,022 504,136 510,230 537,081915,540 917,237 1,010,714 1,111,792 1,119,697 1,219,0412,707,381 2,759,547 2,937,070 3,079,485 3,273,301 3,532,490
48.3% 48.7% 51.1% 52.5% 49.8% 49.7%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0千円

1,000,000千円

2,000,000千円

3,000,000千円

4,000,000千円

5,000,000千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(見込み)

資料：地域包括ケア「見える化」システム

施設サービス

居住系サービス

在宅サービス

施設及び居住系

サービスの割合
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（６）第１号被保険者１人あたり給付月額  

在宅サービスと施設及び居住系サービスにおける第１号被保険者１人あたり給付月額（年齢

等調整済み）について、縦軸を第１号被保険者１人あたりの在宅サービスの給付月額、横軸を施

設及び居住系サービスの給付月額として、近隣市町村の分布状況に、本市の位置を示しました。 

上に位置するほど在宅サービスが活発に利用され、右に位置するほど施設及び居住系サービ

スの利用が多いことを意味しています。 

本市は、在宅サービスでは全国、県を下回るエリアに位置しています。施設及び居住系サービ

スでは、全国を上回るエリアに位置しています。 

 
■第１号被保険者１人あたり給付月額（年齢等調整済み）（平成 30 年度） 

 

※第１号被保険者１人あたりの給付月額（年齢等調整済み）:給付費の多寡に大きく影響を及ぼす、「第１号被保険者の性・年
齢構成」と「地域区分別単価」の影響を除外した給付月額を意味します。 
 

■第１号被保険者１人あたり給付月額（年齢等調整済み）（平成 30 年度）        単位：円 

区分 全国 埼玉県 鶴ヶ島市 川越市 坂戸市 日高市 

在宅サービス給付月額 10,600 9,218 7,708 9,924 7,384 8,036 

施設及び居住系サービス給付月額 9,790 10,339 10,210 9,767 9,914 10,487 

                     資料：地域包括ケア「見える化」システム（平成 30 年度） 
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資料：地域包括ケア「見える化」システム（平成30年度）
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３ アンケート調査の概要 

第８期計画の策定に向け、高齢者の日常生活の状況、心身の状態、介護予防に対する意識、在宅介護

の状況、福祉・介護保険事業に関する意見などを伺い、計画策定の基礎資料として活用するため、介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査を実施しました。 
 

■調査の対象・実施方法・実施時期 

区分 調査対象 調査方法 実施時期 

①介護予防・日常生活 
圏域ニーズ調査 

市内在住の 65 歳以上の高齢者（要介護
認定者を除く） 

郵送 令和元年 12 月 

②在宅介護実態調査 
市内在住の要支援又は要介護認定者の
うち、在宅で生活している方 

郵送及び認定調
査員による聞き

取り調査 
令和元年 12 月 

 

■配布・回収状況 

区分 調査票配布数 有効回答数【率】 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 2,000件 1,501件【75.1％】 

②在宅介護実態調査 

郵送 500件 357件【71.4％】 

認定調査員 37件 37件【100.0％】 

 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査内訳】 

圏域別 調査票配布数 有効回答数【率】 

地域包括支援センター かんえつ（西部地区） 500件 382件【76.4％】 

地域包括支援センター いちばんぼし（北部地区） 500件 381件【76.2％】 

地域包括支援センター ぺんぎん（東部地区） 500件 370件【74.0％】 

地域包括支援センター いきいき（南部地区） 500件 368件【73.6％】 

 

※表記及び注意点について 

１．比率は、各質問の回答者数を基数とした百分率（％）で示しています。小数点以下第２位を四捨五

入しているため、比率の合計が 100.0％にならない場合があります。 

２．複数回答を許している調査項目については、その項目に対して有効な回答をした方の数を基数とし

て比率算出を行っているため、回答比率の合計は 100.0％を超えます。 

３．説明文及びグラフで、選択肢の語句を一部簡略化して表しています。 

４．グラフでは、その設問に対して回答することのできる対象者数を「ｎ」と表記し、その数を表して

います。 
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（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 ①生活機能の低下リスクについて 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、国が提示した調査項目（必須項目）を組み込んで実

施しました。各機能の評価方法から算出した各機能の低下やリスク状況を年齢別や日常生活

圏域別に集計をしました。 

いずれも、おおむね年齢が上がるほど機能の低下やリスクの割合が高くなっています。 

また、日常生活圏域別でみると、「ぺんぎん（東部地区）」では、リスク該当者割合が市全体

の平均よりも高くなっています。 
 

■生活機能の低下リスク該当者割合 

 
※ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）:ＡＤＬ（日常生活動作）よりも複雑で高次な動作のことで、具体的には買物、洗濯等の家事、

金銭管理、服薬管理、乗り物に乗ることなどが含まれます。 
※知的能動性:知的活動の実施や知的好奇心を反映する能力のことで、具体的には、書類を書く、新聞や本を読む、物事への興

味関心があることなどが含まれます。   
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低

下

あ

り

Ｉ

Ａ

Ｄ

Ｌ
（

手

段

的

日

常

生

活

動

作
）

の

低

下

あ

り

う

つ

傾

向

あ

り

知

的

能

動

性

の

低

下

あ

り

社

会

的

役

割

の

低

下

あ

り

10.3 25.8 11.1 1.3 19.1 37.9 3.2 39.5 12.3 30.0

65-69歳 5.3 17.3 4.7 1.1 12.9 29.6 1.0 38.1 12.5 24.7

70-74歳 4.4 20.7 7.2 1.1 18.7 36.3 2.0 39.2 12.7 28.8

75-79歳 12.9 31.9 13.4 1.1 23.0 39.9 2.7 41.3 10.6 31.3

80-84歳 19.6 33.9 16.0 1.9 18.7 47.4 4.4 38.4 10.5 31.4

85歳以上 32.4 44.3 35.2 3.2 31.0 54.9 16.8 41.8 18.6 48.5

かんえつ 9.7 22.2 12.3 1.6 16.7 35.3 3.7 36.3 12.4 26.4

いちばんぼし 9.6 25.6 9.3 0.8 21.0 34.7 2.7 35.1 16.3 31.0

ぺんぎん 11.9 30.9 12.7 1.9 19.5 43.6 3.3 42.2 7.9 34.2

いきいき 10.1 24.5 10.1 0.8 19.3 37.9 3.1 44.4 12.4 28.3

圏

域

別

全体

年

齢

別
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 ②地域包括支援センターの認知度 
地域包括支援センターを知っているか尋ねたところ、「知っている」が 43.7％、「知らない」

が 50.3％となっています。 
 

■地域包括支援センターの認知度 

Ｑ．あなたは、地域包括支援センターを知っていますか。（１つ） 

    
 

 ③介護が必要になったときに生活したい場所 
介護が必要になったときに生活したい場所について尋ねたところ、「自宅で生活したい」が

63.0％で最も多く、以下、「高齢者向け住宅や老人ホームに入居したい」が 35.4％、「わから

ない」が 16.3％、「病院に入院したい」が 14.2％などとなっています。 
 

■介護が必要になったときに生活したい場所 

Ｑ．あなたは、介護が必要になったとき、どこで生活したいですか。（○はいくつでも） 

 

 
  

43.7 50.3 6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=1,501】

知っている 知らない 無回答

63.0

35.4

14.2

2.1

1.9

16.3

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自宅で生活したい

高齢者向け住宅や老人ホームに入居したい

病院に入院したい

子どもや親族の家に引っ越したい

その他

わからない

無回答

【n=1,501】
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④自立生活に必要な支援やサービス 
自立生活に必要な支援やサービスについて尋ねたところ、「移送サービス（介護・福祉タクシ

ー等）」が 31.9％で最も多く、以下、「見守り、声かけ」が 26.6％、「買物（宅配は含まない）」

が 25.5％、「配食」が 24.3％、「外出同行（通院、買物など）」と「ゴミ出し」がそれぞれ 23.9％

などとなっています。 
■自立生活に必要な支援やサービス 

Ｑ．住み慣れた地域において、自宅で自立した生活を続けていくために、必要になると思う支援や
サービスは何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

⑤認知症に関する相談窓口の認知度 
認知症に関する相談窓口を知っているか尋ねたところ、「はい」が 25.8％、「いいえ」が

69.5％となっています。 
 

■認知症に関する相談窓口の認知度 

Ｑ．認知症に関する相談窓口を知っていますか。（〇は１つ） 

    
 

31.9

26.6

25.5

24.3

23.9

23.9

21.8

14.6

11.2

1.9

20.0

13.2

9.9

0% 10% 20% 30% 40%

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

買物（宅配は含まない）

配食

外出同行（通院、買物など）

ゴミ出し

掃除・洗濯

調理

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特にない

わからない

無回答

【n=1,501】

25.8 69.5 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=1,501】

はい いいえ 無回答
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⑥成年後見制度の認知度 

成年後見制度を知っているか尋ねたところ、「言葉だけ聞いたことがある」が 51.6％で最

も多く、以下、「内容まで知っている」が 30.2％、「わからない」が 8.3％、「聞いたことがな

い」が 7.7％となっています。 
 

■成年後見制度の認知度 

Ｑ．あなたは、成年後見制度を知っていますか。（○は１つ） 
※成年後見制度とは、認知症などにより、判断能力が不十分となった方が、財産の管理や契約
などで不利益を受けないように、主に法律行為を支援する制度です。 

 
 

⑦地域での活動について 
グループ等の参加状況では、「①ボランティアのグループ」、「④学習・教養サークル」、「⑤

介護予防のための通いの場」、「⑥老人クラブ」への参加率が低い傾向となっています。 
 

■グループ等への参加状況 

Ｑ．以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。（１つずつ○） 

 
※「参加している」は、「週４日以上」～「年に数回」と回答した割合の合計 

30.2 51.6 7.7 8.3 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=1,501】

内容まで知っている 言葉だけ聞いたことがある 聞いたことがない

わからない 無回答

13.0

28.6

35.3

13.1

8.5

7.0

33.3

28.4

74.8

61.2

55.9

74.7

80.2

81.8

57.0

60.8

12.3

10.4

8.8

12.3

11.3

11.3

9.7

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤介護予防のための通いの場

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

⑧収入のある仕事

【n=1,501】

参加している 参加していない 無回答
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⑧地域づくりへの参加者としての参加意向 
地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきし

た地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に《参加者として》参加してみたいか尋ね

たところ、「是非参加したい」が 6.1％、「参加してもよい」が 49.4％と、参加意向は約５割

となっています。一方、31.8％は「参加したくない」と回答しています。 

また、その活動に《企画・運営（お世話役）として》参加してみたいか尋ねたところ、「是

非参加したい」が 1.5％、「参加してもよい」が 28.0％と、参加意向は約３割となっています。 

一方、58.9％は「参加したくない」と回答しています。 
 

■地域づくりへの参加意向 

Ｑ．地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地
域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加してみたいと思いますか。（〇は１つ） 

《参加者として》 

 

《企画・運営（お世話役）として》 

 

 
 
 
  

6.1 49.4 31.8 7.9 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=1,501】

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

1.5 28.0 58.9 4.6 7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=1,501】

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答
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（２）在宅介護実態調査 
 ①家族・親族からの介護の状況 

家族や親族からの介護の状況については、「ほぼ毎日ある」が 46.7％で最も多く、以下、

「ない」が 25.6％、「週に１～２日ある」が 9.6％、「家族・親族の介護はあるが、週に１日

よりも少ない」が 7.9％、「週に３～４日ある」が 6.3％などとなっています。在宅の要支援・

要介護者の７割が、家族や親族から介護を受けている状況です。 
 

■家族や親族からの介護 

Ｑ．ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか。（○は１つ） 

 

 

 ②訪問診療の利用状況 
訪問診療の利用については、現在「利用している」が 12.4％、「利用していない」が 81.2％

となっています。 
 

■訪問診療の利用 

Ｑ．ご本人（調査対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか。（○は１つ） 

 

  

25.6 7.9 9.6 6.3 46.7 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=394】

ない 週に１日よりも少ない 週に１～２日ある

週に３～４日ある ほぼ毎日ある 無回答

12.4 81.2 6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=394】

利用している 利用していない 無回答
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 ③家族や親族による介護の状況について 
主な介護者が行っている介護等は、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が 85.3％で

最も多く、以下、「外出の付き添い、送迎等」が 76.3％、「金銭管理や生活面に必要な諸手続

き」が 71.2％、「食事の準備（調理等）」が 70.9％、「服薬」が 56.8％などとなっています。 

一方、現在の生活を継続していくにあたり、主な介護者が不安に感じる介護等は、「外出の付き

添い、送迎等」が 39.9％で最も多く、以下、「認知症状への対応」と「その他の家事（掃除、洗濯、

買い物等）」がそれぞれ 29.5％、「入浴・洗身」が 29.1％、「食事の準備（調理等）」が 26.6％など

となっています。 
 

■現在行っている介護             ■不安に感じる介護  

Ｑ．現在、主な介護者の方が行っている介護等に
ついて、ご回答ください。（○はいくつでも） 

Ｑ．現在の生活を継続していくにあたって、主な
介護者の方が不安に感じる介護等について、
ご回答ください。（３つまで選択可） 

 

 
  

85.3

76.3

71.2

70.9

56.8

36.0

31.7

29.5

25.9

25.5

23.0

20.5

20.5

19.4

7.2

1.8

1.8

0% 50% 100%

その他の家事（掃除、洗濯、

買い物等）

外出の付き添い、送迎等

金銭管理や生活面に必要な

諸手続き

食事の準備（調理等）

服薬

衣服の着脱

認知症状への対応

入浴・洗身

屋内の移乗・移動

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

食事の介助（食べる時）

日中の排泄

夜間の排泄

医療面での対応（経管栄養、

ストーマ等）

その他

わからない

無回答

【n=278】

39.9

29.5

29.5

29.1

26.6

24.8

24.1

18.3

16.2

14.7

12.6

10.4

7.6

6.8

9.0

8.6

3.6

7.2

0% 50% 100%

外出の付き添い、送迎等

認知症状への対応

その他の家事（掃除、洗濯、

買い物等）

入浴・洗身

食事の準備（調理等）

夜間の排泄

金銭管理や生活面に必要な

諸手続き

日中の排泄

屋内の移乗・移動

服薬

衣服の着脱

医療面での対応（経管栄養、

ストーマ等）

食事の介助（食べる時）

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

その他

不安に感じていることは、特

にない

主な介護者に確認しないと、

わからない

無回答

【n=278】
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④主な介護者の仕事と介護の両立について 
主な介護者の勤務形態は、フルタイムが 18.0％、パートタイムが 19.1％で、計 37.1％が

就労しており、今後も仕事と介護の両立を続けられそうかを尋ねたところ、「続けていくのは、

かなり難しい」が 10.7％、「続けていくのは、やや難しい」が 5.8％となっています。 
 

■主な介護者の勤務形態 

Ｑ．主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。（○は１つ） 

 
■主な介護者の仕事と介護の継続 

Ｑ．主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。（○は１つ） 

 
 
  

18.0 19.1 48.2 1.4 13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=278】

フルタイムで働いている パートタイムで働いている

働いていない 主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

16.5 57.3 5.8 10.7 1.9 7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【n=103】

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない 無回答
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過去１年間で、介護している家族や親族が、介護を理由に離職した割合は 10.8％となって

います。 
 

■介護を理由に離職した家族や親族 

Ｑ．ご家族やご親族の中で、ご本人（調査対象者）の介護を主な理由として、過去１年の間に仕事
を辞めた方はいますか。（○はいくつでも） 

 
 

 

仕事と介護の両立に効果がある勤め先からの支援として「介護休業・介護休暇等の制度の

充実」が 35.0％で最も多く、以下、「介護をしている従業員への経済的な支援」が 29.1％、

「制度を利用しやすい職場づくり」と「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」

がそれぞれ 26.2％などとなっています。 
 

■仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援 

Ｑ．主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思
いますか。（３つまで選択可） 

 

61.2

10.8

3.6

0.7

0.4

3.2

20.5

0% 20% 40% 60% 80%

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

わからない

無回答

【n=278】

35.0

29.1

26.2

26.2

12.6

9.7

9.7

7.8

8.7

12.6

4.9

6.8

0% 10% 20% 30% 40%

介護休業・介護休暇等の制度の充実

介護をしている従業員への経済的な支援

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

【n=103】
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４ 第７期介護保険事業計画の総括 

 

①地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた体制づくりの推進 

地域包括ケアシステムの理念に基づき、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、医療・介護・介護予防・生活支援サービス・住まいが適切に提供でき

る体制づくりに取り組んできました。 

また、第 7 期から日常生活圏域を３圏域から 4 圏域へ見直しを行い、地域包括支援センタ

ーも４センター体制としました。地域包括支援センターが高齢者により身近なものとなり、

ニーズ調査の「地域包括支援センターの認知度」も 30.4%から 43.7%に上昇しました。 

さらに、地域包括支援センターや社会福祉協議会、地域支え合い協議会、自治会、医師会等

と連携を深め、体制を深化できるよう事業展開を行いました。 
 

第８期計画へ向けて 

・地域包括支援センターの機能を充実・強化していくとともに、地域での支え合い等の地

域資源の発掘などに力を入れていく必要があります。 

・高齢者の相談により「8050 問題（80 歳代の高齢者が 50 歳代の引きこもりの子どもの

生活を支える問題）」が表面化してきています。このような問題等にも対応するため、

高齢、障害、子ども、生活困窮などの各分野を包括的に支援する体制を整備していく等、

地域共生社会の実現に向けた取組を推進していく必要があります。 

 
 

②自立支援を重視した介護予防と重度化防止の取組強化 

本市の重度認定率や軽度認定率をみると、全国及び県内と比較して低い状況です。介護予

防教室については、元気な方や機能低下した方向け、脳トレなど、その方に合わせたプログラ

ムを実施しました。 

また、介護事業所や介護支援専門員の研修を行い、質の向上を図りました。 
 

第８期計画へ向けて 

・高齢者のセルフマネジメントの強化や、担い手の養成に向けた取組を推進していく必要

があります。 
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③介護サービスの充実・強化と質的向上 

要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むこと

ができるよう、令和元年度に看護小規模多機能型居宅介護事業所、令和２年度には市内２か

所目となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がサービス提供を開始しました。また、

令和２年４月に市内４か所目となる介護老人福祉施設（100 床）が開設され、入所待機者の

解消にも寄与することができました。このように第７期計画では、地域密着型系及び施設系

のサービス基盤の整備を進めることにより、高齢者の日常生活全般を柔軟に支える環境が整

うとともに、介護者の就労継続や介護負担の軽減にもつながるサービスの提供体制を概ね確

保することができました。 

介護給付費適正化の取組としては、新たに居宅介護支援事業所に対する集団指導及びケア

プラン点検を開始し、介護サービスの質の向上を図りました。 
 

第８期計画へ向けて 

・団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）、団塊ジュニア世代が 65 歳以上

となる令和 22 年（2040 年）を見据え、利用者ニーズの把握に努めていく必要があり

ます。 

・引き続き、介護給付費適正化の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る必要があ

ります。 

 
 

④在宅医療・介護連携の推進 

専門職が連携をとれる関係づくりを行う多職種連携の研修会や、終末期にどのような医療

やケアを受けるか事前に家族や医師などと話し合い・共有する「アドバンス・ケア・プランニ

ング（ACP）」など、市民向けの講座等を医師会や坂戸市と連携して開催しました。 

また、医療が必要になっても在宅で生活できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や

看護小規模多機能型居宅介護の整備など、介護保険サービスの充実や往診医登録等の体制整

備を進めました。 
 

第８期計画へ向けて 

・病院と在宅との間で、療養の場が円滑に移行できるよう、医師会、坂戸市、毛呂山町、

越生町等とともに「入退院支援ルール」を検討していく必要があります。 
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⑤認知症施策の推進 

医療機関・介護事業所の連携支援については、認知症疾患医療センター及び市内脳神経外

科クリニックと連携し医師・相談員との情報交換を行いました。 

また、市役所ロビーや図書館で世界アルツハイマーデー情報展示の実施、市内商業施設、ド

ラッグストアで認知症の情報提供など認知症に関する周知啓発を行いました。 

さらにオレンジカフェの運営支援としては、平成 30 年度にオレンジカフェ研修会を開催

し、認知症支援の視点での作業療法士の講義とカフェ間の情報交換を行いました。 
 

第８期計画へ向けて 

・認知症施策推進大綱に基づき、チームオレンジ等の事業を進める必要があります。 

 
 

⑥権利擁護の推進 

認知症などにより判断能力が低下した高齢者の権利が侵害されないよう、権利擁護の観点

から相談支援を行いました。必要に応じて成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用につ

なげ、親族がいないなどの理由により、成年後見制度の申立てが困難な高齢者については、市

⾧申立て（任意事業）を行いました。 

さらに、成年後見制度では、令和 3 年度からの中核機関の設置に向けて検討会を開催しま

した。 

また、高齢者虐待の防止については、関係機関と連携を図り支援しました。 

消費者被害の防止については、「鶴ヶ島市見守りネットワーク」の活動を通じて、消費生活

センターや関係機関との連携を図りました。 
 

第８期計画へ向けて 

・成年後見制度の中核機関の設置に向けた取組を進めるとともに、引き続き、高齢者虐待

や消費者被害の防止に向けた周知・啓発を進める必要があります。 
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⑦新型コロナウイルス感染症への対応 

令和２年１月に新型コロナウイルス感染症が確認されて以降、感染が拡大し、令和２年４

月と令和３年１月には、国から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発出されまし

た。マスクや使い捨て手袋など介護サービスに必要不可欠な資材の不足や介護事業所の自主

休業、市の介護予防事業の中止など、その影響は多岐に及びました。 

市は、国や埼玉県と連携し、介護事業所に対して介護サービスに必要な資材を配付すると

ともに、高齢者に対しては介護予防の動画等を作成し、啓発を行いました。 
 

第８期計画へ向けて 

・感染者数は減少傾向にありますが、再拡大（リバウンド）も懸念されます。このことか

ら、国が提唱する「新しい生活様式」を踏まえ、介護事業所や地域の支え合い活動等に

対して、様々な支援を検討する必要があります。 

 

 
  


